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無償化に向けて準備しておくべき事項（私学助成園版） 

 

 

令和元年 6 月 4 日 

                                                                    全日本私立幼稚園連合会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料は、幼児教育の無償化について、これまで国が公表した資料に基づき、各加盟園において実施に向けて準備しておくべき事項を取

りまとめたものです。もとより、無償化の制度は、市町村の裁量に委ねている部分も多く、各園によって事情も異なりますので、市町村からの

説明を十分受け、各加盟園で課題を検討した上で取り組む必要があります。本資料は、各加盟園で共通して課題になると思われる項目をま

とめたものですので、あくまで参考資料としてご活用ください。 

なお、制度の内容や事務処理手続きに関する国の説明については、文科省の説明資料及び、国が 5 月 30 日に開催した都道府県向けの

説明会の会議資料（内閣府ホームページ＞内閣府の政策＞子ども・子育て本部＞幼児教育・保育の無償化＞令和元年 5 月 30 日（木）都道

府県等説明会 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r010530/index.html#sidai2）をご覧ください。 
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無償化までのスケジュール（案） P3 ・時期を失しない対応（スケジュール（案）を参考に） 

準備に当たっての重要なポイント P4  

市町村から確認する事項 P6 ・事務フローや様式 

・支払い方式（代理受領 or 償還払い ※代理受領方式を要望）・支払頻度等 

・副食費の実費徴収についての考え方・指導方針 

・預かり保育の助成の方式、支払頻度等 

・補足給付（副食費）の事業実施の有無・内容・手続等 ※実施を要望 

・地方公共団体の独自施策の確認 

市町村との協議体制の整備 P30 ・市町村単位の連合組織のない地域は私立幼稚園等が連携して市町村と協議する体制を作る 

保護者のニーズ把握 P31 ・増加が想定される預かり保育利用者のニーズを調査 

教育・保育及び事務処理体制の点

検・整備（人員等） 

P32 

 

・保護者ニーズの変化に伴う教育・保育体制の整備（人員配置等） 

・事務処理体制の点検整備（人員配置・ICT システム導入等） 

食材料費（給食費）の設定 P34 ・私学助成園（給食費を保育料に含めている場合） 給食費（食材料費） 

保育料の算定根拠の整理 P38 ・保育料が助成限度を超える園 

・値上げを行う場合 

保護者への説明資料の作成 P40 ・説明資料の作成、説明会の開催等 

法人としての手続き（園則変更等） P42 ・保育料等の変更手続き等 

幼稚園の行う２歳児対象の事業 P43 ・一時預かり事業（幼稚園型）Ⅱ、2歳児教室の取り扱い 

評価の実施（その他教育の質向上対策） P44 ・自己評価、関係者評価の実施等 
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各園では、無償化の実施に向け、様々な準備が必要になります。その主な項目について、おおざっぱなスケジュールのイメージを示

したものが、次の表です。実際は地域によって、また各園によって差があると思いますが、一応の参考にしてください。       

 主な作業 

３月 

・市町村との交渉体制の整備（市町村単位の連合会のできていないところ） 

・市町村との協議（連合会、交渉体制で実施） （～無償化実施まで） 

・給食費（食材費）の金額等の検討 （～5月） 

４月  

５月 
・保護者ニーズ把握、受け入れ態勢の確認・検討 

（保育室の確保・職員配置の見直し・追加採用など、利用定員の変更の検討） 

６月 

・市町村から各園への説明の実施・現況確認 

・認定申請書の配布（市町村→園へ） 

・確認申請書の提出（市町村へ  ※保育料はみなし確認だが、書類提出は必要） （～9月） 

・保護者への説明資料作成（保護者向け説明資料の作成、食材料費の額等の根拠説明準備等） 

７月 

・保護者への説明の実施（認定申請書を配布・夏休み前に回収・取りまとめ） 

・認定申請書の提出（市町村へ）（夏休み前） 

・臨時理事会開催  （園則改正、定員変更）（～8月） 

８月 ・口座振替金額変更準備 （給食費等） （～9月） 

９月 ・園則変更届け出等（都道府県へ） 

無償化実施までのスケジュール（案） 
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  制度の概要は文科省資料のとおりです、ここで、準備の前提となる重要な事項を確認のため簡単に整理します。 

 

１ 新しい事務が発生  新しく発生する主な事務等について簡単に整理すると、以下のとおりです 

（１）施設等利用給付に関する事務 

 保育料の無償化 

（全ての子） 

預かり保育の無償化 

（保育を必要とする子） 

確認事務 

開始時に 1回 

市町村においてみなし確認（既存園） 

申請は不要であるが、書類（認可証の写し等）提出が必要 

園が市町村に申請 

申請書の提出が必要 

認定事務 

対象児に 1回 

保護者の申請を園が取りまとめて居住市町村に振り分けて提出 

新 1号  

       新２、３号  （保育を必要とする証明を添付） 

給付事務 

給付の都度 

償還払い又は代理受領 償還払い（原則） 

給付の方法、頻度・時期、具体的な方法は、各市町村が決定 

 

準備に当たっての重要なポイント（私学助成園） 

「確認」により、

預かり保育の実

施体制等を市町

村に報告するこ

とになる。 

制度スタート

時は、園児全

員 の 認 定 が

必要となる 

保育料については、園の事務負担を少なくし、かつ資金繰りに困難が生じないよ

う、毎月払いの代理受領方式を市町村に要望することが必要。償還払いになる場

合は、保護者への直接振り込みを要望することが必要。（預かり保育については、

利用日数がベースなので原則的に償還払いにならざるをえないと考えられる） 

こ の 時 点

で 保 育 料

や 実 費 徴

収 の 額 も

報 告 を 求

められると

思われる 
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（２）補足給付事業（地域子ども・子育て支援事業） 

 副食費の実費徴収の免除・助成  （低所得者・第３子以降の子） 

基本的事項 
実施の有無は市町村の裁量。 

支給限度額（国制度は 4500 円）の設定、事務処理についても市町村の裁量 

給付等の事務 償還払い、代理受領、直接支払 

給付の方法、頻度・時期、具体的な方法は、各市町村の裁量 

 

２ 決定しないといけない事項  新たに実施する必要がある食材料費の実費徴収関係 

 私学助成園で保育料に給食費を含めている場合 食材料費（主食・副食分）の実費徴収額 

 食材料費（副食分）の補足給付が実施される場合 食材料費の実費徴収額のうち副食分の内訳の額 

 

３ 市町村に要望することが望ましい事項  市町村内の園が連携して対応 

  私学助成園の保育料の無償化について、毎月の代理受領方式の採用 

  私学助成園の食材料費（副食分）について、低所得者・第３子以降の子に対する補足給付事業の実施 

給付事務の事務手続きや様式類について、近隣市町村（できれば都道府県内）で統一（必要があれば都道府県にも要望） 

実施するかどうか自体が市町村の判断なの

で、市町村に実施を働き掛けることが必要 
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  市町村から事務処理について説明があると思われますが、その際、主として次の事項を確認することが必要です。特に、給付に

関する事務処理方式については、市町村に委ねられている部分が多いので、留意する必要があります。 

   

 

 

１ 確認事務 

（１）保育料 

  （既存施設の場合） 

・認可証の写し以外の提出書類 

・その他現況確認の有無 

 

市町村に確認するべき主な事項 私学助成園 

みなし確認でも、情

報提供は求められる  

Ⅰ 事務処理関係 

この時点で保育料や実費徴収

の額について報告を求められる

と思われる 

園が記入し市町村に提出する書類 

第○号様式（第○条関係）

　　年　　月　　日

○○市町村長

印

１．申請者に関する事項

□ 法人

□ 国立大学法人 □ 公立大学法人 □ 学校法人 □ 社会福祉法人

□ 株式会社 □ ＮＰＯ法人 □ その他法人

□ 法人以外

□ 個人 □ 任意団体

〒　　　－　　　　

※　設置者又は経営者が株式会社、各種法人、任意団体の場合は、社名、法人名、団体名を記入してください。

２．施設・事業に関する事項

□ 認定こども園 □ 幼稚園 □ 特別支援学校幼稚部

□ 認可外保育施設

□ 預かり保育事業（在園児を対象）

□ 一時預かり事業（在園児以外を対象）

□ 病児保育事業

（添付書類）
１　定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
２　役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
３　法第５８条の１０第２項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

　子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定による確認を受けたいので、同法第５８条の２に基づき
以下のとおり関係書類を添えて申請します。

設 置 者 ・
事業者名※

設 置 主 体

氏　　　名
（または名称）

代表者氏名

事業開始（予定）年

月日

所 在 地申 請 者

職名

　　　　年　　　月　　　日

設 置 者 ・
事 業 者 の
主 た る
事 務 所 の
所 在 地

施 設 ・ 事
業 の
種 類

　　年　　月　　日

フリガナ

氏名代 表 者

住所
生年
月日

昭和
平成

TEL： 　　－　　　－　　　　 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

確認参考様式その０（共通かがみ）

 

申請は不要だが、この申請

書は出すことになっている   
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（別紙１　特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部）

１．施設に関する事項

□ 認定こども園（子ども・子育て支援法第７条第10項第１号に規定する施設）

□ 幼保連携型 □ 幼稚園型 □ 保育所型 □ 地方裁量型

□ 幼稚園（子ども・子育て支援法第７条第10項第２号に規定する施設）

□ 特別支援学校（子ども・子育て支援法第７条第10項第３号に規定する施設）

〒　　　－　　　　

２．運営に関する事項

　（１）開園（開校）曜日（開園・開校している曜日すべてにレ点を入れてください。）

□ 日曜日 □ 月曜日 □ 火曜日 □ 水曜日 □ 木曜日 □ 金曜日 □ 土曜日

　（２）開園（開校）時間

～

～

～

※２４時間標記で記入してください。

　（３）認可定員等

学級

　（４）利用料金等

□ 有 (有の場合は、以下も記入してください。）

□ 日曜日 □ 月曜日 □ 火曜日 □ 水曜日 □ 木曜日 □ 金曜日 □ 土曜日

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

提供

方法
□ 自園調理 □ 外部搬入 □ その他（　　　　　　　　　　）

□ □

□

・上記の食事代は、パンフレット等に記載している保育料に含んでいますか

□ はい □ いいえ

□ 無

保育料

その他年額 月額

月当たり 0円 

その他 （ ）

0円 

提
供
日

入園料

（ ）

食
事
の
提
供
の
有
無

食
事
代

１食当たり 0円 

その他

フリガナ

氏名

半期

住所
生年
月日

認 可 定 員

昭和

平成
　　年　　月　　日

曜 日 開 園 ・ 開 校 時 間 ※

学 級 編 制

施 設 の
管 理 者

職名

平 日

土 曜 日

日 曜 日

施設の種類

名 称

所 在 地

TEL： 　　－　　　－　　　　 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

確認参考様式その１（特定教育・保育施設以外の新設の認定こども園、幼稚園、特別⽀援学校幼稚部）

　（５）職員配置の状況

※1　特別支援学校の場合、幼稚部担当に限らず、学校全体の職員数を記載してください。

※2　園長、保育教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭・講師を含めてください。

※3　有期雇用職員を含めて記載してください。

※4　実雇用(任用)人数を記載してください。（常勤換算は不要。）

（添付書類）

２　園則（学則）
３　職員体制一覧（職員の勤務の体制及び勤務形態）

職員数(※1) 常勤(※3)

職
種
別
の
内
訳

教員(※2)

事務職員

合 計

その他（　　　　　　　　　　）

１　学校教育法第４条第１項による認可を受けたことを証する書類の写し（国立大学法人立は不要）

非常勤(※4)

寄宿舎指導員

その他（　　　　　　　　　　）

合計

 

本年 10 月以降の新規設立

園が確認申請に添付する書

類だが、スタート時に既存施

設にも求められる可能性が

ある？                

園が記入し市町村に提出する書類 
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（２）預かり保育 

 ・提出期限 

 ・無償化対象の要件（職員配置基準等 P32、文科省資料Ｐ38）の運用方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月～9 月の間

に設定される   

 

園が記入し市町村に提出する書類 

前々ページ

と同じもの  

第○号様式（第○条関係）

　　年　　月　　日

○○市町村長

印

１．申請者に関する事項

□ 法人

□ 国立大学法人 □ 公立大学法人 □ 学校法人 □ 社会福祉法人

□ 株式会社 □ ＮＰＯ法人 □ その他法人

□ 法人以外

□ 個人 □ 任意団体

〒　　　－　　　　

※　設置者又は経営者が株式会社、各種法人、任意団体の場合は、社名、法人名、団体名を記入してください。

２．施設・事業に関する事項

□ 認定こども園 □ 幼稚園 □ 特別支援学校幼稚部

□ 認可外保育施設

□ 預かり保育事業（在園児を対象）

□ 一時預かり事業（在園児以外を対象）

□ 病児保育事業

（添付書類）
１　定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
２　役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
３　法第５８条の１０第２項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

　子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定による確認を受けたいので、同法第５８条の２に基づき
以下のとおり関係書類を添えて申請します。

設 置 者 ・
事業者名※

設 置 主 体

氏　　　名
（または名称）

代表者氏名

事業開始（予定）年

月日

所 在 地申 請 者

職名

　　　　年　　　月　　　日

設 置 者 ・
事 業 者 の
主 た る
事 務 所 の
所 在 地

施 設 ・ 事
業 の
種 類

　　年　　月　　日

フリガナ

氏名代 表 者

住所
生年
月日

昭和

平成

TEL： 　　－　　　－　　　　 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

確認参考様式その０（共通かがみ）
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（別紙３　預かり保育事業）

１．事業所に関する事項

□ 認定こども園 □ 幼稚園 □ 特別支援学校幼稚部

□ 私学助成（預かり保育推進事業）

□ 地域子ども・子育て支援事業における一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）

□ 幼稚園における長時間預かり運営費支援事業

□ 公的支援を受けていない自主事業

〒　　　－　　　　

２．運営に関する事項

　　預かり保育事業の利用児童数及び職員配置

※有資格者数は、幼稚園教諭普通免許状所有者又は保育士の人数を記入してください。

４ ・ ５ 歳 児 ３０：１ － － － －

合 計

－ －

※配置職員数には、預かり保育事業に従事している間、専ら当該事業に従事している人数を記入してください（教育課程担当職員による対

応可）。

休
日

３歳児（満３歳児を含む） ２０：１ － －

４ ・ ５ 歳 児 －

－

－

３０：１ － － －

合 計

－ －

平

日

（

降

園

後

）

３歳児（満３歳児を含む） ２０：１ － － －

長

期
休

業

中

３歳児（満３歳児を含む） ２０：１ －

合 計

４ ・ ５ 歳 児 ３０：１ － － －

平

日

（

登

園

前

）

３歳児（満３歳児を含む） ２０：１ － － －

－

合 計 人

預かり保育利
用児童数

職員の
配置基準

配置職員数
（参考）

基準に基づく
配置職員数

（参考）
在籍園児数

うち

有資格者

数

－ 人

４ ・ ５ 歳 児 ３０：１ － － － － 人

うち

有資格者

数

事 業 の
管 理 者

職名
フリガナ

氏名

住所
生年
月日

昭和

平成
　　年　　月　　日

施設の種類

事業の種別

名 称

所 在 地

TEL： 　　－　　　－　　　　 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

確認参考様式その３（預かり保育）

    

３．事業の実施状況

　（１）預かり保育事業の実施時間

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

※土曜・日曜・祝祭日

　（２）預かり保育事業の年間実施日数

　（３）食事・おやつの提供の有無等

食事・おやつの提供の有無 □ 有 □ 無

→  （提供有の場合）加熱、保存等の調理機能を有する設備の必要性の有無 □ 有 □ 無

→  （必要性有の場合）加熱、保存等の調理機能を有する設備の有無 □ 有 □ 無

４．利用料金

　（１）預かり保育事業の料金

※年齢や時間帯等により料金が異なる場合には、 大の額を記入してください。

※食事代及びおやつ代を預かり保育の料金と一体的に保護者から徴収している場合には、それを除いた金額を記入してください。

　（２）食事代及びおやつ代

５．設備・面積

人 × ㎡＝ ㎡ ㎡

人 × ㎡＝ ㎡ ㎡

人 × ㎡＝ ㎡ ㎡

（添付書類）

２　料金表及び利用案内・パンフレット

３　預かり保育事業に従事する担当職員の名簿（職員の氏名及び資格・研修修了の有無がわかるもの）
４　施設の図面（預かり保育の実施場所を明示したもの）

1.98

１　認定こども園…認定こども園法第１７条第１項の規定による認可又は認定こども園法第３条第１項

部屋の名称 保育室ごとの受入れ人数等 預かり保育実施

保育室面積

たんぽぽ 1.98

ひまわり 1.98

１回 月極

食事代

おやつ代

長期休業中

休日

１時間 １回 月極 その他

平日

平 日 長期休業日 休 日 合 計

年間実施日数

長
期
休
業
日

曜日 預かり時間

休
日
※

曜日 預かり時間

平
日

曜日 登園前 教育課程時間 降園後

 

職員配置がチ

ェックされる 

利用料に食事・お

やつ代が含まれて

いるときは分別 

園が記入し市町村に提出する書類 
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（2019 年 5 月 30 日国の自治体向け FAQ より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 課 程

担 当 職 員

が、午後は

預かり保育

を担当で可 
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２ 認定事務 

 ・申請書の提出期限 

 ・認定通知書の通知時期 

・翌年度以降の保育必要の現況確認のスケジュール 

 ・4 月入園、満 3歳入園の場合のスケジュール（何か月前に認定申請を出すか等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

夏休み前までに設定される見込み 

スタート時は全員の認定が必要 
夏4月入園の場合は2月頃に認定申請

の期限が設定される可能性あり 

満 3 歳入園の場合はどうなるか？ 

年に 1 回、現況確認が行われる可能性

あり（就労証明書の提出等） 

 

保育の必要性は

毎年現況確認 

園は保護者の

終の申請書をチ

ェ ッ ク で き な い

（個人番号欄あ

り） 

みなし認定とは、新制度 2,3 号の認定を受

けているが、保育所等に入れず、幼稚園と

預かり保育を利用する場合 

保 育 料 の み

の場合（新 1

号） 

保護者が記入し市町村に提出（園経由）する書類 

第○号様式（第○条関係）

（宛先）○○市町村長

1.

2.

3.

4.

5.

6.

※1.

〒 －

〒 －

年 月 日

〒 － ℡

年 月 日

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

認定希望日現在で、子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保育事業）の利用がある場合は、本認定の申請は

できません。

　以上のことに同意し、幼稚園（子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園）、特別支援学校幼稚部の施設等利用
給付認定を希望（幼稚園や特別支援学校の預かり保育事業(※1)は利用しない）するので、子ども・子育て支援法第３０条の５第１項の規定に基づき、次のと
おり施設等利用給付に係る認定を申請します。

預かり保育事業とは、当該幼稚園等が実施する預かり保育事業が、①平日、教育時間を含み提供時間数が８時間未満または②年間開所日数200日未満の

いずれかの要件に該当する場合に利用可能な認可外保育施設を含みます。

【認定参考様式その１】
申請者の⽅へ この書類を施設に提出する場合は、必ず封⼊・封緘し、封筒に⽒名を記⼊して提出して下さい。

      　　年　　月　　日

子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定に基づき、施設等利用費は、認定を受けた保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支給される

場合があります。

認定希望日（施設利用開始日） 　　　　年　　月　　日

　【申請にあたって同意していただく事項】

子ども・子育て支援法第３０条の３において準用する同法第１６条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査に当たって、官公署に対し必要な文書

の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。

申請書等に記載した内容は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することが

あります。

新年度４月利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法第３０条の５第５項の規定に
基づき、 長で利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延期する場合があります。

申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定を取り消すことがあります。

申
請
者

（

窓
口

来

所
者
）

フリガナ

申請

子ども

との続柄

　　日中の連絡先（電話番号）　　　　　＊確実に連絡の取れる順に記入して下さい。

① 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

② 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

③ 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

現住所

氏名

※　自署の場合は印は不要です。

印 現住所が市外の場合

市内転入後の住所

〒　

個人番号(マイナンバー)

氏名
生年月日

申
請

子
ど
も

フリガナ 現住所
申請者と異なる

場合のみ記載

利用開始予定日

利用(予定含む)する幼稚園(子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)、特別支援学校幼稚部を記入して下さい。

フリガナ
所在地

(　　　)

施設名
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第○号様式（第○条関係）

（宛先）○○市町村長

1.

2.

3.

4.

5.

6.

※1.

〒 －

〒 －

年 月 日

□

該当する□にレ点を付けて下さい。

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

※2.3.

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

＜必ず裏面も記入して下さい＞

現住所と異なる場合は、記入した住所地の市町村で発行される前年(前々年)1月1日を賦課年度とする市町村民税所得割額がわかる証明書（課税証明

書など）を添付して下さい。

上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に記入して下さい。

【認定参考様式その２】
申請者の⽅へ この書類を施設に提出する場合は、必ず封⼊・封緘し、封筒に⽒名を記⼊して提出して下さい。

　　　　年　　月　　日

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) 

　以上のことに同意し、保護者の就労、疾病その他の理由により、幼稚園・認定こども園・特別支援学校(預かり保育事業も利用する(※1))、認可外保育施設、
一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の施設等利用給付認定を希望するので、子ども・子育て支援法第３０条の５第1項の規定に基づ
き、次のとおり施設等利用給付に係る認定を申請します。

預かり保育事業とは、当該幼稚園等が実施する預かり保育事業が、①平日、教育時間を含み提供時間数が８時間未満または②年間開所日数200日未満のい

ずれかの要件に該当する場合に利用可能な認可外保育施設を含みます。

認定希望日（施設利用開始日） 　　　　年　　月　　日

　【申請にあたって同意していただく事項】

子ども・子育て支援法第３０条の３において準用する同法第１６条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居親族の市町村民税課税
状況の確認に当たって、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。

申請書等に記載した内容は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあ

ります。

子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定に基づき、施設等利用費は、認定を受けた保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支給される場
合があります。

新年度４月利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法第３０条の５第５項の規定に基

づき、 長で利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延期する場合があります。

申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定を取り消すことがあります。

認定希望日現在で、子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保育事業）の利用がある場合は、本認定の申請はで
きません。

フリガナ
申請

子ども

との続柄

現住所

氏名

父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

② 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

③ 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

印 現住所が市外の場合

市内転入後の住所

〒　

※　自署の場合は印は不要です。

申
請
者

（

窓
口

来

所
者
）

生年月日

認定種別
□ 申請子どもは、認定希望日時点で満３歳に達する日以後の 初の３月３１日を経過している(第2号)

左記で第3号に該当し、市民税非課税

世帯に該当する場合は、

下の□にレ点を付けて下さい。
□ 申請子どもは、認定希望日時点で満３歳に達する日以後の 初の３月３１日までの間にある(第3号)

市民税所得割非課税に該当

申
請

子
ど
も

フリガナ 現住所
申請者と異なる

場合のみ記載

個人番号(マイナンバー)

氏名

　　日中の連絡先（電話番号）　　　　　＊確実に連絡の取れる順に記入して下さい。

①

その他（ ）□

）□
介護

看護

□
疾病

障害等
□

介護

看護
就学

□ 就学

災害

復旧
□

求職

活動等
□

□　現住所と同じ

認定希望日の

前年1月1日現在の住所

※2
(母親) (父親)

□保育を必
要とする

理由

□ 就労 □
妊娠

出産

□ 就労 □
妊娠

出産 □
疾病

障害等 □ その他（

認定希望日の

前々年1月1日現在の住所

※3
(母親) (父親)

□　現住所と同じ

□　現住所と同じ □　現住所と同じ

□
災害

復旧 □
求職

活動等

同居者を全員記入して下さい。※個人番号欄は、上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に、父母及び生計の中心者のみ記入して下さい。

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者

（

生
計

の

中
心

者
の

番

号
に

〇

を
付

け

て
下

さ
い
）

フリガナ 申請子ども

との続柄
生年月日

就労・通学・通園先
又は単身赴任先

要介護認定又は

障害者手帳氏名

3
個人番号

□有大正　昭和

平成　令和

2 □有

1
個人番号

□有大正　昭和

平成　令和

大正　昭和

平成　令和

個人番号

□有大正　昭和

平成　令和

4
個人番号

□有大正　昭和

平成　令和

5
個人番号

大正　昭和

平成　令和

7
個人番号

6
個人番号

□有

□有大正　昭和

平成　令和

 

〒 － ℡

年 月 日

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

□ □
□ □ □ □ □ □

□ □ □ □
□ □ （ ） □ □ （ ）

徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　） 徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　）

※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。 ※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。

約 分 （往復時間を記入して下さい。） 約 分 （往復時間を記入して下さい。）

□ 無 □ 無

□ 有　⇒ □ 有　⇒

から から

から から

□ 無

□ 有　⇒ 年 月 日

（疾病・障害名） （手帳交付） （疾病・障害名） （手帳交付）

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

□入院中　　通院(月・週　　　　回） □入院中　　通院(月・週　　　　回）
□通所・通学（週　　　　回） □通所・通学（週　　　　回）

　施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

災害の状況： 災害の状況：

活動の内容： 活動の内容：

徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　　　） 徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　　　）

※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。 ※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。

約 分 （往復時間を記入して下さい。） 約 分 （往復時間を記入して下さい。）

□ 週 □ 週

□ 月 □ 月

保育を行うことが困難と認められる内容 保育を行うことが困難と認められる内容

添付書類　（以下の中から該当する書類を添付して下さい）

1 居宅外で就労されている方（予定を含む）

自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合

2 出産前後の方（出産前８週間・後８週間に限る）

3 保護者が学校に在学中の方

4 保護者が病気の方

5 保護者が障害をお持ちの方

6 保護者が介護している方

7 保護者が求職中の方

8 認可外保育施設の利用を希望される方

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

施設名

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

フリガナ
所在地

(　　　)

利用開始予定日

フリガナ 利用するサービス
の種類

所在地 利用開始予定日
施設名

認可外  ・  一時預かり

病児保育・子育て援助活

動
　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

保育を必要とする理由に応じて記入して下さい。

認可外  ・  一時預かり

病児保育・子育て援助活

動
　　　　年　　月　　日

認可外  ・  一時預かり

病児保育・子育て援助活

動
　　　　年　　月　　日

認可外  ・  一時預かり

病児保育・子育て援助活

動

内職 その他： 内職 その他：

前年１月

１日以降

の転職

就労先名：

就労先名： 就労先名：

就労期間：

就労期間：

自営　⇒ 自宅 中心者 自営　⇒ 自宅 中心者

母親の状況 父親の状況

就労
種別

居宅外労働 居宅外労働

自宅以外 協力者 自宅以外 協力者

通勤手段

・時間

通勤手段 通勤手段

通勤時間 通勤時間

就労先名：

（申請子どもとの続柄：　　　　）

傷病・障害名

受診等
の状況

妊娠・出産
（申請時点） （予定日）

就労期間：

就労期間：

就
労

疾病・障害
等

年

介
護
・
看
護

被介護者名 （申請子どもとの続柄：　　　　）

災害復旧

求職活動等

就
学

通学手段

・時間

通学手段 通学手段

通学時間 通学時間

就学の
目的

　□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

月日まで

（就労日数・時間）

日まで

　□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

期間 年 月

日、１日 時間就労

その他

卒業後
の予定

（就労日数・時間） 日、１日 時間就労

申立書及び介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等)

求職活動中であることを証明するもの（参考様式として今後変更の可能性あり）

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書（認定参考様式その９）

就労証明書(就労内定の場合はその証明を受けて下さい)

就労状況申告書、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、 開業届等)

母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ)

在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

診断書

障害による手帳等の交付を受けている方…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳の写し
交付を受けていない方…診断書

①

②

①

②

①

②

①

②

 

3 号（満 3

歳 ～ 翌

4/1 まで。

住民税非

課 税 ） 該

当者のみ

個人番号

記載 

無認可等と 3 階建てで

利用する者のみの欄 

保育必要

の 事 由

（ ど れ か

に チ ェ ッ

ク ） 添 付

書類必要 

預かり保育利用の

場合（新 2,3 号） 保護者が記入し市町村（園経由）に提出する書類 
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３ 給付事務 

（１）保育料 

・無償化の給付方式 

  ：償還払いか代理受領か 

  ：償還払いの場合、給付は保護者への直接振込みか（手数料は市町村持ちか） 

  ：給付頻度（年何回の給付か） 

        償還払いの場合 何ヶ月をまとめて請求するか？ 

    代理受領の場合 月 1回の交付、何ヶ月かまとめる場合は前払いでないと、園の資金繰りに支障をきたす 

・具体的な事務フロー（国が示しているフローとは異なる可能性あり） 

・償還払いの場合、在園児名簿の提出は必要か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 FAQ より 

 

保育料については、償還払い方式ですと、保護者にとって無償化を実感しにくいこと、新制度と同じ方式である方

が理解されやすいこと、特に園経由で支払う場合、多額の現金を園が扱うことになりますことから、早く市町村と協

議し、代理受領方式を採用するよう要望するなどの対応が必要です。また、代理受領の場合、市町村から園への支払

の頻度が少ないと資金繰りの問題が出るため、月に 1 回の交付などを要望することも重要です。（償還払いになる場

合は、保護者への直接振り込みを要望することが必要）近隣市町村で方式が異なると事務が煩雑になるため、必要に

応じ、都道府県に運用をそろえるよう要望することも考えられます。 

預かり保育については、通常、償還払いになると考えられます。 

支払方法は、

市 町 村 が 園

と 事 前 に 調

整して決定 

国 FAQ  保護者への直接払いが原則 
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(1-1)償還払い 

 

 

 

園が記入し市町村に提出する書類 

※　名簿の順は、歳児クラス毎に園児名（カナ）の五十音順に記入してください。

満３ 年少 年中 年長 カナ 氏名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

１）　「歳児クラス」欄は、該当するクラスに○印を記入してください。

２）　「園児の在籍状況」欄は、園児が月初から月末まで在籍（休園中を除く。）した場合に、○印を記入してください。

３）　月の途中で入園した場合は「入園○日」、退園した場合は「退園○日」、休学した場合は「休学○日」、休学から復学した場合は「復学○日」として、それぞれの日付けを記入してく

月ごとの在園児名簿(未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部の償還払い時添付書類)

幼稚園名

No.
(※)

歳児クラス 園児名 園児
生年月日

園児の在籍状況

 

名簿の提出を求めるかど

うかは市町村の裁量 
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保護者が記入し市町村に提出（園経由）する書類 

第○号様式(第〇条関係)

（宛先）●●市町村長

実際に利用していることを●●市が対象施設に確認すること。

利用料の支払い状況を●●市が対象施設に確認すること。

課税状況を●●市が確認すること。

4．償還払いの振込先を記⼊して下さい(※2)

□ 普通 □ 当座

　　年　月　日～　　年　月　日の間の在籍状況

生年月日

申請者と認定子どもが、●●市内に居住していることを●●市が住民基本台帳で確認すること。

４．

フ リ ガ ナ

2．認定⼦ども(認定⼦どもごとに申請して下さい)

円 □
日
額

円 □
時
間

年上記で転入または転出に該当した場合は転入・転出日を記入

円

電話：

転出した

フ リ ガ ナ

契約している利用料(何れかにレを
記入し金額を記入)※1

□
月
額

月

幼 稚 園 等
名 称

年 日

□ 期間中在籍 □ 途中入園した □ 途中退園した

請求日

現
住
所

〒

電話：

月 日

3．在籍する幼稚園等について記⼊

日

＜裏⾯も記⼊して下さい＞

金融機関名

※1 利用料の設定が月単位を超える(四半期、前期・後期等)場合は、当該利用料を当該期間の月数で除して、当該利用料
の月額相当分を算定し、月額欄の□にレを記入し、算定した月額相当分を記入して下さい。

上記で、途中入園または途中退園に該当した場合はその年月日を記入 　 年 月

【請求書参考様式その１】

年 月 日

施設等利用費請求書（償還払い用）
私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等利用費

【　　　年　月～　　　年　月分請求用】

認定種別 (法第 30条の4) □ 第1号 □ 第2号

　私は、子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づき、施設等利用費の給付につい
て、下記の通り請求しますので、指定する償還払いの振込先口座に振り込んで下さい。
　なお、施設等利用費の審査にあたり、次の事項に同意します。

１．

２．

３．

1．施設等利⽤給付認定保護者(請求者)

フリガナ
認定

子ども
との
続柄

氏 名
印

※償還払いの場合の振込先は申請者名義の口座です

(市外の場合の

み記入)

農協・信用組合 出張所 口座名義(カタカナ)

預 金 種 目

□ 第3号 認 定 番 号

所 在 地 〒

　　年　月　日～　　年　月　日の間の住所
氏 名

□ 現住所のとおり □ 転入した □

申請者と口座名義が異なる振込先を指定する場合は、本市指定の委任状を提出してください。

銀行・信用金庫 支店 口 座 番 号

※2

   

円

利用年月日

　　　年　月 円

　　　年　月

月額上限額

(ｅ)　※6

請求額
(dとeを比較して

小さい方)

今年度分の支払っ

た入園料の

月額換算額

(b=a/12) ※3　※4

円 円 円円

※3 上記で記入した入園料や保育料について支払いを証明する領収証(口座振替の場合は通帳コピー等の確認ができる書

類等）と特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して下さい。

※4 途中入退園の場合は、12ではなく当該年度の在籍月数で除して下さい(10円未満の端数切り捨て)。

円

円 円

円円 円 円 円

　　　年　月

入園年月日( 月 日) 入園料(

支払額合計

(d=b+c)

5．施設等利⽤費の償還払い請求の内訳を記⼊

※6 月の途中で利用終了する場合は、月額上限額×退所日までの平日開所日数÷その月の平日開所日数、月途中で利用開

始する場合は、月額上限額×入所日以降の平日開所日数÷その月の平日開所日数として下さい。

(月額上限額：25,700円、国立大学附属幼稚園は8,700円、国立大学附属特別支援学校は400円)

注）本参考様式は、償還払いの頻度が年４回(３か月毎)の場合としています。

円)年今年度分の入園料を支払った場合に記入(a) ※3

※5 利用料の設定が月単位を超える（四半期、前期・後期など）場合は、当該保育料を当該期間の月数で除して、保育料

の月額相当分を算定して下さい。（10円未満の端数がある場合は切り捨て）

円

支払った

月額利用料

(保育料)

(ｃ) ※3　※5

 

園で記入でき

る項目は、あ

らかじめ記入

しておく方法

もある 

従って、3 か

月 分 を 記 入

する表として

ある（年何回

払 い に す る

か は 市 町 村

の判断） 

金額は、保護者が記

入（提供証明書から

転記）するのは難し

く、園で記入し、保護

者に確認してもらう

方がよいと考えられ

る 
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第○号様式(第〇条関係)

年　　　月　　　日

様

ただし、特定子ども・子育て支援利用料（　　　年　　　月分）として

印

円 (下記①～③の合計額)

円 ①

円 ②

円 ③

（預かり保育事業の利用日数 日 ）

円日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等

２．入園料(納入月に記入)として

３．当該月分の預かり保育事業の利用料として

【特定子ども・子育て支援利用料以外の領収金額】

※入園月以前に納入があった場合は入園月に記入

【特定子ども・子育て支援利用料の内訳】

１．当該月分の利用料(保育料)として

設 置 者 名 称

主 た る 事 務所
の 所 在 地

代 表 者 職 氏名

施 設 ・ 事 業所
の 名 称

特定子ども・子育て支援
利用料の領収金額

【請求書参考様式その7－1－１】

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の利用料（保育料・入園料等）

納 入 者

   

第○号様式(第〇条関係)

(以下の記載は、「支援の内容」、「提供した日（提供日数）」、「提供時間帯」、「費用」がわかる書類の添付をもって替えることも可能）

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 （ 日 ） ～ 円

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 ～ 円

※１　提供時間帯は、標準的な利用時間帯の記入でも可。

※２　費用は特定子ども・子育て支援利用料の額を記入。

　　　年　　　月　　　日

施設・事業所
の名称

　上記のとおり認定子どもに対し、特定子ども・子育て支援を提供したことを
証明します。

設置者名称

主たる事務所の所在地

代表者職氏名 ㊞

：

子育て援助活動支援事業 ～ ： ：

病児保育事業 ～ ：

：

一時預かり事業 ～ ： ：

預かり保育事業 ～ ：

：

認可外保育施設 ～ ： ：

幼児教育(認定こども園・幼稚園・特別支援学校) ～ ：

□ 第３号

特定子ども・子育て支援の内容
注）□にレを記入

提供した日（提供日数）
提 供 時 間 帯
※ １

費用※２

□ 第１号 □ 第２号

【請求書参考様式その7－2】 検討中資料

特定子ども・子育て支援提供証明書

【令和　　年　　月分】

認定
保護者

フリガナ
認定子ども

との続柄

認定
子ども

フリガナ 法第30条の４の認定種別

氏　名 氏　名

   

園が記入して保護者に発行する書類 

保護者が市町村への請求（園経由）時に写しを添付 提供時間帯は園の標準的な時間

帯。費用は実際に徴収する金額 

実費徴収額等を一括徴収して

いる場合には区分して記載 
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(1-2)代理受領 

 

 

 

利用料（保育

料）の請求や

領 収 書 の 発

行は、保育料

が 25700 円を

超えるため差

額 の 徴 収 が

必要な場合 

差 額 徴 収 が

な く て も 、 提

供 証 明 書 の

発行は必要 
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園が記入し市町村に提出する書類 

第○号様式(第〇条関係)

（宛先）●●市町村長

実際の利用状況等について●●市が施設等利用給付認定保護者に確認すること。

利用料の請求・支払い状況を●●市が施設等利用給付認定保護者に確認すること。

●●市の要請・質問等に対応すること。

口 座 番 号

農協・信用組合 出張所 口座名義(カタカナ)

銀行・信用金庫 支店

4．施設等利⽤費請求⾦額の内訳
別紙「施設等利用費請求金額内訳書(第○号様式)」のとおり

5．振込先(※1)
金融機関名 預 金 種 目 □ 普通 □ 当座

幼稚園等の
運営団体名

(市外の場合

のみ記入)

電話：

円

3．施設等利⽤費請求⾦額

請 求 す る
年 月 分

年 月分 請 求 金 額

フリガナ 所在地 〒

幼稚園等の名称
(市外の場合

のみ記入)

電話：

2．特定⼦ども・⼦育て⽀援施設・事業所
フリガナ 所在地 〒

フリガナ 請求者の
所属団体

特定子ども・子育
て支援提供者氏名

(請求者)
印 請求者の

役職名等

１．特定⼦ども・⼦育て⽀援提供者（請求者）

【請求書参考様式その2】

請求日 年 月 日

施設等利用費請求書（法定代理受領用）

私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部が
施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合

【　　　　年　　月分】

　私（請求者）は、特定子ども・子育て支援提供者として、子ども・子育て支援法第３０条の１１第
３項の規定に基づき、●●市に居住している施設等利用給付認定保護者に代わり、施設等利用費を下
記の通り申請します。
　なお、施設等利用費の審査及び支払いにあたり、次の事項に同意します。

１．

２．

３．

第○号様式(第〇条関係) 枚

□ 月額契約 月

□ 日額契約 □ 有 □ )

□ 時間契約 )

□ 月額契約 月

□ 日額契約 □ 有 □ )

□ 時間契約 )

□ 月額契約 月

□ 日額契約 □ 有 □ )

□ 時間契約 )

□ 月額契約 月

□ 日額契約 □ 有 □ )

□ 時間契約 )

□ 月額契約 月

□ 日額契約 □ 有 □ )

□ 時間契約 )

□ 月額契約 月

□ 日額契約 □ 有 □ )

□ 時間契約 )

※4 利用料の設定が月単位を超える（四半期、前期・後期など）場合は、当該利用料を当該期間の月数で除して、利用料の月額相当分を算定して下さい。（10円未満の端数がある

場合は切り捨て）

※5 月の途中で利用終了する場合は、月額上限額×退所日までの平日開所日数÷その月の平日開所日数、月途中で利用開始する場合は、月額上限額×入所日以降の平日開所日数÷

その月の平日開所日数として下さい。

(月額上限額：25,700円、国立大学附属幼稚園は8,700円、国立大学附属特別支援学校は400円)

※1 利用料の設定が月単位を超える(四半期、前期・後期等)場合は、当該利用料を当該期間の月数で除して、当該利用料の月額相当分を算定し、月額欄の□にレを記入し、算定し

た月額相当分を記入して下さい。

※2 入園日が今年度でない場合であっても、今年度分の入園料が発生している場合は、入園料「有」でその金額を記入して下さい。

　年　月　日 円

・入園日

※3

□ 退園( 日

□ なし

途中入退園の場合は、12ではなく当該年度の在籍月数で除して下さい(10円未満の端数切り捨て)。

(a)

円

・入園料 無 □

年 日

円

円

入園( 日 円

(納入金額 円)

円

円) □ 退園( 日 円

入園( 日 円

円 円なし

　年　月　日 ・入園料 無 (a)円

・入園日

□

年 日 □

円

(納入金額

日

円

(納入金額 円) □ 退園( 日 円

入園( 日 円

円□ なし

入園(

円

日 円

円

・入園日

・入園料 日 円 円

(納入金額 円) □ 退園(

無 (a) □

年 日 □

　年　月　日 円

・入園日

　年　月　日

・入園料 無 (a) □

年

円

入園( 日 円

円 円なし

円 円

・入園料 無 (a) □

年 日 □ なし

円

(納入金額 円) □ 退園( 日

日 円

入園( 日 円

　年　月　日 円

・入園日

　年　月　日

(納入金額

円 円なし

円 ・入園料 無 (a) □

年 日 □・入園日

円

円) □ 退園(

【請求書参考様式その２別紙】

枚目/

施設等利用費請求金額内訳書

契約形態・
契約している利用料

※1

今年度分の入園料が
発生している場合に記入

※2

レ及び入園(退

園)日を記入

利用料合計

(d=b+c)
月額上限額(ｅ) ※6

請求額(dとeを比較して小さい方)

【　　　　年　　月分】
※施設等利⽤費請求⾦額の内訳となる認定⼦ども全員について記⼊

No. 生年月日

フリガナ 幼稚園の契約状況 月途中の入退園
入園料月額換算額

(b=a/12) ※3 ※4

月額利用料(保育料)

(ｃ) ※3　※5

認定子どもの氏名
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第○号様式(第〇条関係)

年　　　月　　　日

様

ただし、特定子ども・子育て支援利用料（　　　年　　　月分）として

印

円 (下記①～③の合計額)

円 ①

円 ②

円 ③

（預かり保育事業の利用日数 日 ）

円日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等

２．入園料(納入月に記入)として

３．当該月分の預かり保育事業の利用料として

【特定子ども・子育て支援利用料以外の領収金額】

※入園月以前に納入があった場合は入園月に記入

【特定子ども・子育て支援利用料の内訳】

１．当該月分の利用料(保育料)として

設 置 者 名 称

主 た る 事 務所
の 所 在 地

代 表 者 職 氏名

施 設 ・ 事 業所
の 名 称

特定子ども・子育て支援
利用料の領収金額

【請求書参考様式その7－1－１】

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の利用料（保育料・入園料等）

納 入 者

 

第○号様式(第〇条関係)

(以下の記載は、「支援の内容」、「提供した日（提供日数）」、「提供時間帯」、「費用」がわかる書類の添付をもって替えることも可能）

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 （ 日 ） ～ 円

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 ～ 円

※１　提供時間帯は、標準的な利用時間帯の記入でも可。

※２　費用は特定子ども・子育て支援利用料の額を記入。

　　　年　　　月　　　日

施設・事業所
の名称

　上記のとおり認定子どもに対し、特定子ども・子育て支援を提供したことを
証明します。

設置者名称

主たる事務所の所在地

代表者職氏名 ㊞

：

子育て援助活動支援事業 ～ ： ：

病児保育事業 ～ ：

：

一時預かり事業 ～ ： ：

預かり保育事業 ～ ：

：

認可外保育施設 ～ ： ：

幼児教育(認定こども園・幼稚園・特別支援学校) ～ ：

□ 第３号

特定子ども・子育て支援の内容
注）□にレを記入

提供した日（提供日数）
提 供 時 間 帯
※ １

費用※２

□ 第１号 □ 第２号

【請求書参考様式その7－2】 検討中資料

特定子ども・子育て支援提供証明書

【令和　　年　　月分】

認定
保護者

フリガナ
認定子ども

との続柄

認定
子ども

フリガナ 法第30条の４の認定種別

氏　名 氏　名

 

園が記入し保護者に発行する書類 

園が市町村への申請時に写しを添付 
差額徴収がなくても（保護者から徴収

していなくても）発行 
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（２） 預かり保育 

・給付頻度（年何回の給付か） 何ヶ月をまとめて請求するか？ 

・具体的な事務フロー（国が示しているフローとは異なる可能性あり） 

・領収書の発行は、保育料と別でもいいか（参考様式では 1 本化） 

・保育を必要とする者（住民税非課税以外）の満 3 歳（新 1 号）→翌年 4/1（新 2 号）の認定替えの手続き 

・途中変更の場合の手続き（新 1 号（保育を要しない）→新 2 号（要する）等） 

・認可外保育施設等を併用する場合（3 階建て）の対象施設の把握（市町村との情報共有）の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可外との3階建の場

合は、認可外の利用

料も合算して請求。園

が、取りまとめて市町

村に提出。（標準教育

時間後に、園の預かり

保育を利用せずに認

可外を利用した場合も

同じ） 
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保護者が記入し市町村に提出（園経由）する書類 

第○号様式(第〇条関係)

　

（宛先）●●市町村長

実際に利用していることを●●市町村が対象施設に確認すること。

利用料の支払い状況を●●市町村が対象施設に確認すること。

課税状況を●●市町村が確認すること。

4．償還払いの振込先を記⼊して下さい(※1)

□ 普通 □ 当座

＜裏⾯も記⼊して下さい＞

※1 申請者と口座名義が異なる振込先を指定する場合は、本市指定の委任状を提出してください。

金融機関名 預 金 種 目

銀行・信用金庫 支店 口 座 番 号

農協・信用組合 出張所 口座名義(カタカナ)

日

　　年　月　日～　　年　月　日の間の在籍状況 □ 期間中在籍 □ 途中入園した □

上記で、途中入園または途中退園に該当した場合はその年月日を記入 年 月

　 年 月上記で転入または転出に該当した場合は転入・転出日を記入

施 設 名 称
(市外の場合の

み記入)
電話：

途中退園した

日

3．在籍する幼稚園・認定こども園・特別⽀援学校について記⼊
フ リ ガ ナ 所 在 地 〒

　　年　月　日～　　年　月　日の間の住所
氏 名

□ 現住所のとおり □ 転入した □ 転出した

生年月日 年 月 日 フ リ ガ ナ

法第 30条の 4の認定種別 □ 第2号 □ 第3号 認 定 番 号

印

※償還払いの場合の振込先は申請者名義の口座です 電話：

2．認定⼦ども(認定⼦どもごとに申請して下さい)

1．施設等利⽤給付認定保護者(請求者)
フリガナ

認定
子ども
との
続柄

現
住
所

〒

氏 名

２．

３．

４．

確認すること。

【請求書参考様式その3】

請求日 年 月 日

施設等利用費請求書（償還払い用）
幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費

申請者と認定子どもが、●●市町村内に居住していることを●●市町村が住民基本台帳で

【　　　年　月～　　　年　月分請求用】

　私は、子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づき、施設等利用費の給付につい
て、下記の通り請求しますので、指定する償還払いの振込先口座に振り込んで下さい。
　なお、施設等利用費の審査にあたり、次の事項に同意します。

１．

※①〜⑥に書き切れない数の施設・事業を利⽤した場合は、余⽩等に記載して下さい。

注）本参考様式は、償還払いの頻度が年４回(３か月毎)の場合としています。

年 月 円

※3

※5 月額上限額は、法第30条の4の認定種別が第2号の場合は11,300円、第3号の場合は16,300円がとなります。「ｃ+ｄ」

がこれを超える場合は、それぞれの月額上限額を記入して下さい。

上記で記入した「施設に支払った金額」及び「認可外保育施設等に支払った金額」を証明する領収証（口座振替の場

合は通帳コピー等の確認ができる書類等）と特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して下さい。

円 円日 円

在籍園の預かり保育事業 認可外保育施設

等に支払った

金額(d)

※3 ※4

請求額　※5

(「ｃ+ｄ」か月

額上限額の低い

方を記入)

施設に支払った

金額(a)

※4

利用

日数

対象額(b)

(450×利用日数)

aとbの金額の

低い方を記入

(ｃ)

「認可外保育施設等に支払った金額」は、預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時

間数が８時間未満又は年間（平日・長期休業中・休日の合計）開所日数200日未満の場合のみ記入が可能です。

※4

月 円 日 円

円

月 円円 円日

円 円円年

円 円

⑥

フ リ ガ ナ
所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名 電話：

※2 「在籍園の預かり保育事業以外に認可外保育施設等の利用費の償還払いを受けることができる場合」とは、在籍園の

預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が８時間未満又は年間（平日・長期休業

中・休日の合計）開所日数200日未満の場合のみです。

6．在籍園の預かり保育事業と、認可外保育施設等の利⽤(※3参照)における施設等利⽤費の償還払い請求の内訳を記⼊

利用年月

年

〒

施 設 ・
事 業 名

施 設 ・
事 業 名 電話：

電話：

⑤

フ リ ガ ナ
所 在 地

〒

④

フ リ ガ ナ
所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名

電話：

5．在籍園の預かり保育事業以外に認可外保育施設等の利⽤費の償還払いを受けることができる場合は記⼊(※2）

①

フ リ ガ ナ
所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名 電話：

電話：

③

フ リ ガ ナ
所 在 地

〒

施 設 ・
事 業 名

②

フ リ ガ ナ
所 在 地

 

3 階建ての場合のみ

必要な欄 

保 護 者 が 記

入（提供証明

書から転記）

するのは難し

く、園で記入

し、保護者に

確認してもら

う方がよいと

思われる 
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第○号様式(第〇条関係)

年　　　月　　　日

様

ただし、特定子ども・子育て支援利用料（　　　年　　　月分）として

印

円 (下記①～③の合計額)

円 ①

円 ②

円 ③

（預かり保育事業の利用日数 日 ）

円日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等

２．入園料(納入月に記入)として

３．当該月分の預かり保育事業の利用料として

【特定子ども・子育て支援利用料以外の領収金額】

※入園月以前に納入があった場合は入園月に記入

【特定子ども・子育て支援利用料の内訳】

１．当該月分の利用料(保育料)として

設 置 者 名 称

主 た る 事 務所
の 所 在 地

代 表 者 職 氏名

施 設 ・ 事 業所
の 名 称

特定子ども・子育て支援
利用料の領収金額

【請求書参考様式その7－1－１】

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の利用料（保育料・入園料等）

納 入 者

 

第○号様式(第〇条関係)

(以下の記載は、「支援の内容」、「提供した日（提供日数）」、「提供時間帯」、「費用」がわかる書類の添付をもって替えることも可能）

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 （ 日 ） ～ 円

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 ～ 円

□ 日 日 ～ 円

※１　提供時間帯は、標準的な利用時間帯の記入でも可。

※２　費用は特定子ども・子育て支援利用料の額を記入。

　　　年　　　月　　　日

施設・事業所
の名称

　上記のとおり認定子どもに対し、特定子ども・子育て支援を提供したことを
証明します。

設置者名称

主たる事務所の所在地

代表者職氏名 ㊞

：

子育て援助活動支援事業 ～ ： ：

病児保育事業 ～ ：

：

一時預かり事業 ～ ： ：

預かり保育事業 ～ ：

：

認可外保育施設 ～ ： ：

幼児教育(認定こども園・幼稚園・特別支援学校) ～ ：

□ 第３号

特定子ども・子育て支援の内容
注）□にレを記入

提供した日（提供日数）
提 供 時 間 帯
※ １

費用※２

□ 第１号 □ 第２号

【請求書参考様式その7－2】 検討中資料

特定子ども・子育て支援提供証明書

【令和　　年　　月分】

認定

保護者

フリガナ
認定子ども

との続柄

認定

子ども

フリガナ 法第30条の４の認定種別

氏　名 氏　名

 

園が記入して保護者に発行する書類 

保護者が市町村への申請（園経由）時に写しを添付 
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４ 副食費に対する助成（補足給付） 

・実施の有無 

 ・実施する場合の事務手続き 国が示す 3つのパターンのどれか 

 ・副食費の算定方法の確認はどのように行うか（国が示す便宜的な方法でよいか？ どの便宜的方式で算出するか？） 

 

（実施の有無） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※低所得世帯、第３子以降の子に対する副食費の補足給付（私学助成園）について（文科省資料 P31～32 参照） 

（事業の趣旨） 

  今回の無償化により、新制度園では、副食費（食材料費のうち副食分、主食分は現行制度でも実費徴収）は実費徴収す

るべきものと整理され、無償化の対象外となった関係で、従来から保育料に含めて負担を免除されていた低所得者等につ

いては、新たな負担が発生しないよう、副食費を公定価格に含めることにより負担を免除することとされました（同時に対象

者を拡大）。 

  そこで、私学助成園についてもバランス上、同じ扱いとするために、今回、新しく、同じ対象者に対し、副食費を助成する

制度が設けられたものです。（対象者の詳細は文科省資料 P32 に記載） 

（私学助成園の各園に関係） 

  対象者は、低所得世帯（第１～第３階層年収 360 万円未満）や第３子以降の子（多子算定は小学校第 3 学年終了前同一

世帯）ですので、私学助成園の各園とも一定の人数がこの対象となると考えられ、新たに事務が発生しますます。 

（市町村に要望） 

  既に述べたとおり、この事業を実施するかどうかは市町村の裁量ですので、実施を要望する必要があります。 
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（事務手続き） 次のパターンのどれか(文科省資料 P80) 

 

 

 

 

 

 

 

（副食費の算定方法）国が示す便宜的な方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食材自己購入

の場合は便宜

算定不可 

外 部 搬 入 で

業 者 が 算 出

できない場合

便宜算定可 
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保護者が記入し市町村に提出（園経由）する書類 

個人番号の記載がある

ので、封入封かんが必

要と思われる 

給食費の内の副食材料費

の内訳が必要。保護者に

周知した上であらかじめ園

が書き込むことが必要 

国は領収書の参考様式は定め

ていないが、申請時には添付が

求められると思われる 

第○号様式（第○条関係）
申請者の方へ　この書類を幼稚園に提出する場合は、必ず封入・封緘し、封筒に氏名を記入して提出してください。

（宛先）　○○市町村長 　

【申請にあたって同意していただく事項】
１．決定にあたって必要な範囲内で、申請者の税務情報等の公簿、通園先が有する学齢簿、徴収金台帳等を○○市が閲覧及び調査すること。
２．申請内容や同意して得た情報を補助金受給資格審査、補助金額の算定、その他の附帯業務のために○○市が利用すること。
３．要綱に規定する内容を遵守すること。
以上のことに同意し、○○市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱第○条に基づき、以下のとおり申請します。

□　現住所と同じ □　現住所と同じ

□　現住所と同じ □　現住所と同じ
※　現住所と異なる場合は、記入した住所地の市町村で発行される前年(前々年)1月1日を賦課年度とする市町村民税所得割額がわかる証明書
　　（課税証明書など）を添付してください。

　※対象となる子供が複数いる場合は、子供ごとに作成してください。
　※実費徴収額（副食材料費がわかるもの）に係る領収証の写しを添付してください。

補助金の振込先を、以下に記載して下さい。

　※申請者と口座名義が異なる振込先を指定する場合は、本市指定の委任状を提出してください。

連絡先（電話番号） 自宅

ﾌﾘｶﾞﾅ

　　　　　　　（　　　　　）

7

1

2

6
年　　　　　　月　　　　　　日　

個人番号

申請日の
前々年1月1日現在の住所

※
(母親) (父親)

申請

子供との
続柄

生年月日

3

個人番号

金　　　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　年　　　月分～　　　　年　　　月分）

円

a b a

副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書（償還払い用）

【補足給付申請書参考様式その１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請日　　　年　　　月　　　日

印
氏名 現住所が市外の場合

市内転入後の住所

〒　　　　　　－

〒　　　　－

利用(予定)幼稚園名

　　　　　　　　　　（　　　　　）

申請者

申請
子供

ﾌﾘｶﾞﾅ

申請
子供
との

続柄

現住所

※　自署の場合は印は不要です。

携帯

氏名

フリガナ

〒　　　　　－ 個人番号（マイナンバー）

同居者を全員記入して下さい。※個人番号は父母及び生計の中心者のみ記入して下さい。

申請日の

前年1月1日現在の住所
※

(母親) (父親)

個人番号

年　　　　　　月　　　　　　日　

個人番号

円

円 円

円 円

円

就労・通学・通園先
又は単身赴任先

円

円

10月

bと4,500円のうち
少ない額　c

補助申請額

12月

円

円 円 円

交付申請額

６月

対象月 bと4,500円のうち
少ない額　c

補助申請額

７月 円 円

５月

給食費 うち副食材料費

８月 円 円 円

４月

円 円

氏名

生年
月日

年　　　月　　　日　

現住所
申請者と異なる

場合のみ記載

預金種別

口座番号

口座人名義（カタカナ）

金　融　機　関　名
銀行・信用金庫
信用組合・農協

本店・支店
出張所

交付申請額
左記cの合計

円

２月

９月 円 円 円

年　　　　　　月　　　　　　日　

申
請
子

供
の
保

護
者
及

び
同
居

者

（
生

計
の
中

心
者
の

番
号
に

○

を
付
け

て
下
さ

い

）

年　　　　　　月　　　　　　日　

4
個人番号

年　　　　　　月　　　　　　日　

年　　　　　　月　　　　　　日　

個人番号

円 円

３月 円 円

b

実費徴収額

5
個人番号

１．普通　　　　　　　　　　　２．当座

対象月

年　　　　　　月　　　　　　日　

実費徴収額

円

円

円

給食費 うち副食材料費

円 円 円

11月 円 円

１月 円

 

申請は園を経由し

ない場合もあり 
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申請は園を経由し

ない場合もあり 

対象者の一覧票

が市町村から園に

送付される 

園の実績報告が

必要 
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保護者が記入し市町村に提出（園経由又は直接）する書類 

園が記入し市町村に提出する書類 

第○号様式（第○条関係）
申請者の方へ　この書類を幼稚園に提出する場合は、必ず封入・封緘し、封筒に氏名を記入して提出してください。

（宛先）　○○市町村長

【申請にあたって同意していただく事項】
１．決定にあたって必要な範囲内で、申請者の税務情報等の公簿、通園先が有する学齢簿、徴収金台帳等を○○市が閲覧及び調査すること。
２．申請内容や同意して得た情報を補助金受給資格審査、補助金額の算定、その他の附帯業務のために○○市が利用すること。
３．当該補助金の受領に関する権限を私が利用する幼稚園の運営団体（法人等）に委任すること。
４．申請書等に記載した内容や補助決定に関する情報を、給食費の減免を行う際に必要な範囲で幼稚園に提供すること。
５．要綱に規定する内容を遵守すること。
以上のことに同意し、○○市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱第○条に基づき、以下のとおり申請します。

□　現住所と同じ □　現住所と同じ

□　現住所と同じ □　現住所と同じ
※　現住所と異なる場合は、記入した住所地の市町村で発行される前年(前々年)1月1日を賦課年度とする市町村民税所得割額がわかる証明書
　　（課税証明書など）を添付してください。

　※対象となる子供が複数いる場合は、子供ごとに作成してください。

【補足給付申請書参考様式その２】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請日　　　年　　　月　　　日

副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書（代理受領用）

申請者

ﾌﾘｶﾞﾅ

現住所が市外の場合

市内転入後の住所
〒　　　　－

※　自署の場合は印は不要です。

連絡先（電話番号） 自宅 　　　　　　　（　　　　　） 携帯 　　　　　　　　　　（　　　　　）

申請

子供

との

続柄

現住所
〒　　　　　　－

氏名
印

生年
月日

年　　　月　　　日　

個人番号（マイナンバー）

利用(予定)幼稚園名

申請日の

前々年1月1日現在の住所

※
(母親) (父親)

申請日の

前年1月1日現在の住所

※
(母親) (父親)

申請
子供

ﾌﾘｶﾞﾅ

現住所
申請者と異なる

場合のみ記載

〒　　　　　－

氏名

申

請

子

供

の

保

護

者

及

び

同

居

者

（
生

計

の

中

心

者

の

番

号

に

○

を

付

け

て

下

さ

い

）

フリガナ 申請

子供との

続柄
生年月日

2
個人番号

4
個人番号

年　　　　　　月　　　　　　日　

6

就労・通学・通園先
又は単身赴任先氏名

1
個人番号

年　　　　　　月　　　　　　日　

年　　　　　　月　　　　　　日　

年　　　　　　月　　　　　　日　

3
個人番号

同居者を全員記入して下さい。※個人番号は父母及び生計の中心者のみ記入して下さい。

年　　　　　　月　　　　　　日　
7

個人番号

個人番号

年　　　　　　月　　　　　　日　

年　　　　　　月　　　　　　日　

5
個人番号

（代理受領の場合）　　補足給付費交付対象園児　免除実績報告書

幼稚園名：

a b c a b c a b c

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

計

※１　免除（減免）実績額が確認できる領収証の控えの写しを添付すること。

人

円

※２　対象園児数は〇年〇月○日付けで連絡した「副食費の施設による徴収に係る補足給付事業対象者一覧」の数と一致させること。

給食費
aのうち

副食材料費

bの免除（減免）実績

額と4,500円を比較
し、少ない額

給食費

○月分

対象園児数 （※２）

【補足給付申請書参考様式その３】

No.

補助対象額合計

○月分

左記cの
合計カナ 氏名

給食費
aのうち

副食材料費

bの免除（減免）実績

額と4,500円を比較
し、少ない額

園児名 ○月分

aのうち

副食材料費

bの免除（減免）実績

額と4,500円を比較
し、少ない額

 

園が記入し市町村に提出する書類 



28 

 

４ 近隣市町村との事務処理の統一 

 ・各種書類の様式は、国の参考様式を採用しているか 

 ・給付等の事務処理について、近隣市町村と統一されているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の住所が複数市町村にまたがることも多く、市町村によって事務処理や申請書等の様式がバラバラだと園の事務が非

常に不効率になります。極力、近隣市町村（できれば都道府県内）と給付等の事務処理について極力統一されるよう、また、

各種書類の様式については国の参考様式を用いるよう、市町村や都道府県に要望することも重要です 
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無償化される保育料の範囲について市町村の確認を得ておく必要があります。入園料は保育料に含まれます（給付上限額 25700 円

/月との比較に当たっては、入園年度の各月の保育料に入園料を月額換算した額（当該年度の在籍月数（1 年間の場合は 12、半年間の場合は 6）で除

した額）を加えたものを保育料の額とします）。「教材費」や「施設整備費」の名称で保護者から徴収しているものは、無償化の対象外経費

と見なされると考えられます。なお、保育料や食材料費（給食費）については制度スタート前に、市町村が給付に必要な情報として現

況確認を行うと思われます。 

  ①私学助成園（保育料に給食費を含めていた場合）が食材料費を新たに実費徴収する場合や②私学助成園が保育料を引き上

げる場合には、市町村との間の事務手続き（届出等が必要か？）を確認する必要があります。 

また、国は無償化に関連して保育料の実態（保育料値上げの理由等）調査を行っています。 

 

 

 

市町村や都道府県によっては、保育料の無償化上限の引上げ、食材料費（給食費）への助成拡大など独自の支援策を国の施策

に上乗せして実施する団体がありますので、ある場合にはその内容・手続き等について確認をする必要があります。 

 

 

 

市町村は、保護者や住民に対し、無償化の内容等について周知を予定しています。どのような方法で行われるのか（例えばリー

フレットの作成、ホームページ等）、その内容、タイミングを把握し、園から保護者への説明に活用することが重要です。 

Ⅲ 市町村や都道府県の独自施策の有無 

Ⅳ 保護者への広報資料の提供の有無 

Ⅱ 保育料、食材料費（給食費）、その他の実費徴収に関する市町村の指導方針の確認 
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  これまでに記述したとおり、事務手続き等の面で、市町村の裁量に委ねられている部分も多く、私立幼稚園から積極的に市町村

に要望する必要のある事項も存在します。既に、市町村単位の私立幼稚園等の連合会等が設けられている場合は、それにより市

町村との協議が可能ですが、そのような組織がない場合は、バラバラに市町村の担当と協議することは時間的にも困難ですし、交

渉力も発揮できません。従って、市町村内の私立幼稚園が連携し、代表者が市町村と協議し、情報を共有するようなしくみを早急に

作り上げる必要があります。状況に応じ、都道府県単位の連合会のサポートを受けることも考えられます。 

  なお、市町村をまたがる広域的な事項（例えば、市町村の事務処理の統一）については、都道府県単位の連合会が都道府県に

要望することが必要であることは言うまでもありません。 

 

市町村との協議体制の整備 
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  無償化の実現により、保護者のニーズが変化することが考えられます。あらかじめ、できるだけこれを把握し、受入れ体制の整

備等の事前検討に役立てる必要があります。主として次のようなニーズが発生することが想定されます。 

 

１ 就労する保護者の増によるニーズの変化 

   無償化の実施をきっかけにして、就労する保護者が増加することが考えられ、私学助成園の場合は、預かり保育の利用増が考

えられます。 

（ニーズ把握の方法） 

 ・在園児の保護者へのアンケート 

 

２ 満３歳児入園の増加 

  満 3 歳から無償化の対象になったため、満 3 歳時点での入園が増える可能性があります。 

（ニーズ把握の方法） 

  ・2 歳児教室等の実施の際、保護者へのアンケート 

  ・弟・妹のいる在園児の保護者へのアンケート

保護者のニーズ把握 
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１ 教育・保育体制の受入れ体制の点検・整備 

  保護者のニーズに対応した教育・保育を行うための教員・保育士等の人員体制、施設設備が整っているか点検し、必要があれ

ば増員等の体制整備を図る必要があります。 

   特に、預かり保育については、一時預かり幼稚園型と同様の職員配置要件を満たすことが求められますので、必要があれば増

員等の体制整備を図る必要があります。その上で受入れ可能な子どもの概数を定めておくことが必要です。 

（国の定める要件等  文科省資料 P38） 

 

 

 

 

 

教育・保育及び事務処理体制の点検・整備（人員等） 
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２ 事務処理体制の点検・整備 

  無償化に伴い、事務フローに説明されているような事務処理を行うことが必要になります。私学助成園では、従来の就園奨励費

補助（低所得者のみ）と比べて、事務量は格段に増えますし（全員が対象）、預かり保育について、申請書の取りまとめ・領収書の発

行・利用記録等の各般の事務が発生します。副食費の補足給付という新しい事務も加わる可能性があります。 

  これらを踏まえ、各園の事務処理担当者の事務量を点検し、人員配置やパソコン等（ICT）の活用等の対応を検討する必要があ

ります。 

  なお、ICT の活用に当たっては、市町村が定める各事務の様式、手続きを確認することがきわめて重要です。 
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１ 新たに額の設定や積算根拠の説明が必要な場合 

私学助成園で保育料に給食費を含めていた園では、食材料費を実費徴収として区分して徴収する必要があり、保護者から徴収

する額を定める必要があります。 

また、私学助成園について、低所得者及び第 3 子以降の子の副食費に対する補足給付が行われる場合、給食費のうち、副食分

の食材料費の額（実費）の内訳を出すよう求められます。 

 

２ 市町村の方針の確認 

  額の決定は、基本的には、園の判断ですが、実際に食材料費として要した費用をベースにするのが原則です。私学助成園につ

いて市町村が方針を出す可能性もあり、これをまず確認する必要があります。 

  なお、無償化実施前に保育料とあわせて市町村が現況確認を行う可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

食材料費（給食費）の設定 
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３ 食材料費の設定方法（案） 

（１）  給食費（食材料費）を保育料に含めている場合  食材料費を新たに実費徴収（保護者負担部分のみ図示） 

 無償化後は、食材料費（主食＋副食）を保育料と区分し、新たに実費徴収として徴収することが必要となります。ただし、

園則上は保育料の内訳として区分してもかまいません。 

 保育料 

 

                   

 

①のケース （食材費相当額を実費徴収、給食人件費・減価償却費相当額は保育料の対象） 

  保育料 

 

給食費 

（食材料費） 

 

 

 

 

 

 

 

   保育料 

無償化対象 
実費徴収（給食費）保護者負担 

現
行 

無
償
化
実
施
後 

4500 円 

27000 円 

27000 円  

無償化対象は上限額 25700 円 保護者負担 1300 円 

22500 円 

食材料費の決め方の案 

①自園の給食食材の仕入れ額から一人当たりの食材料

費(主食分＋副食分)の金額を算定 

 （業者委託している場合は、業者から仕入れ額を把握） 

 （例）仕入額 1350 万円÷250 人÷12 月＝4500 円/月 

②食材料費だけでなく、人件費等給食にかかる費用全て

を 含めて算定し、給食費として実費徴収 

無償化の対象となる保育料が減少してしまうケースが多

いと思われます 

③新制度園の全国平均値（2019.1.28 子ども子育て会議資

料で公表）を参考に決定 

  主食費 703 円/月＋副食費 4720 円/月＝5423 円 

④近隣地域の同種の施設の状況を参考に決定 

⑤その他 認められない 
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（２）  給食費（食材料費）を保育料に含めていない場合 

 これまで通りに給食費を徴収することになります。 

 

（３）  補足給付のための副食材料費の算定 

いずれの場合でも、低所得者及び第 3 子以降の子どもへの補助事業（補足給付）が行われる場合、給食費のうち、副食分の食材

料費の額を示すよう市町村から求められます。その場合、国が便宜的な方法を示しており、市町村がどの方法を選択するのか、確

認をする必要があります。 

（副食費の算定方法）国が示す便宜的な方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食材自己購入

の場合は便宜

算定不可 

外 部 搬 入 で

業 者 が 算 出

できない場合

便宜算定可 
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４ 食材料費の設定についての留意点 

  国の方針（下記）として、食材料費（給食費）の「見える化」や施設の説明責任の明確化を通じ、食育の充実を図ることとされてい

ますので、各園とも、今後、これらに積極的に取り組むことが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

求められれば保護者や市町村に説明できるよう、給食の内容や額の根拠について説明要領を作成するなど準備しておく必要が

あります。 

私学助成園の場合、副食材料費の助成（補足給付 上限 4500 円）が行われる場合は、市町村が定めた算定方法をベースに算定

している旨の説明が求められることが考えられます（上記算定方法を参照）。 

また、給食費を保育料に含めていた私学助成園が新たに食材料費の実費徴収額を定める場合も市町村から説明を求められる可

能性もあります。 
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 これまでとは異なり、保育料の額について、市町村や保護者の理解を得ることが必要となります。特に、上乗せ徴収をしていたり、

上限額以上の保育料の園では、保護者に対する説明が求められます。さらに、引上げを行う場合には、保護者はもちろん、市町村

にも説明する必要があります。特に、保育料が上限を下回っている園では、増収分を質の向上のための費用に充てる旨の説明が重

要となります。今後、教育の質の向上を図っていくためには、そのための支出の増に対応する保育料の引上げも必要となりますが、

説明要領を作成し、数字の根拠をもって説明できることが重要です。 

 

１ 保育料負担が残る場合 

  保育料が国の定めた上限を超える私学助成園では、無償化後も、保護者の保育料負担が残るため、保育料が高い理由を説明

し（教諭や保育士の配置、人材確保のための処遇等）、保護者の理解を得る必要があります。この場合、費用の根拠数値を整理し

ておくことが望ましいと考えられます。 

 

２ 保育料の値上げを行う場合 

  国が平成 30 年 12 月 28 日に決定した「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」では、次のように記述されて

います。 

 

 

 

 

 

保育料の算定根拠の整理 
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  保育料が無償化の上限を下回る場合は保育料を引き上げても保護者の負担は増えないことになります。このため、幼稚園が質

の向上を伴わない引上げを行わないように周知徹底するという内容です。 

このような引上げは社会的な信用を失うことになります。既に全日私幼連では、加盟園に対し、何度も文書で周知しましたが、あら

ためて質の向上を伴わない理由のない保育料の引上げを行わないよう、便乗値上げといわれることがないよう重ねてお願いしま

す。 

保育料の引上げを行う場合には、次の点に留意する必要があります。 

①質の向上のために必要な経費の増を保育料の増収分が上回ることのないように計画すること 

②質の向上のために必要な経費として人件費や設備改善の経費が考えられるが、将来を見越した計画的な支出であること 

③保護者や市町村、都道府県（園則変更の届出先）の納得が得られる説明ができること 

  なお、国は、現在、このことに関連して保育料の実態（保育料値上げの理由等）調査を行っています。文科省資料 P92 参照。 
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１ 保護者説明会の開催 

  一般的には、遅くとも 7 月上旬には、保護者に対する説明会の開催が必要と考えられます。それまでに 

①市町村との各種確認・調整（償還方式か代理受領方式か、支払いの頻度、各種書類（申請書・領収書等）の様式確認、低所得

者第３子以降の子に対する副食費の助成（補足給付）の実施の有無・方法、独自支援策の確認等） 

②国、都道府県、市町村の作成する保護者・住民向け説明資料の確認・入手 

③預かり保育等の受入れ可能数の設定 

④食材料費（給食費）等の決定及び説明要領の作成（新たに徴収する場合） 

⑤保育料を引き上げる場合は、説明要領の作成 

⑥保護者向け説明資料の作成                             等を済ませておくことが必要です。 

 

２ 説明資料の主な記載事項とポイント 

 ①無償化になる保育料の範囲（差額の徴収、入園料、実費徴収の扱い等） 

  →「無償化」と言われているが、差額分や実費徴収など保護者から頂く金額があること、その金額をわかりやすく示すこと 

 ②食材料費の徴収（含む低所得者第３子以降の子どもに対する助成（補足給付）） 

  →食材料費は従来の保育料から区分して徴収すること、これは無償化の対象にならないこと、金額をわかりやすく示すこと 

  →副食材料費の補足給付が行われる場合は、対象者・金額をわかりやすく示すこと 

 ③預かり保育（無償化の対象者、助成内容） 

  →助成対象者、助成額をわかりやすく示すこと 

 ④手続き（償還払い（支払いの方法・頻度）又は代理受領）、各種申請書の提出 

  →保育料の無償化の方法（償還払い（支払いの方法・頻度）又は代理受領） 

保護者への説明資料の作成 
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  →申請書類の説明・記載方法（特に、夏休み前に認定申請書を全員提出すること、その記載方法。その他の申請書類は、どの

ような場合にいつ提出していただくか） 

 ⑤就園奨励費補助（9 月まで継続） 

  →9 月まで継続すること、従って、該当者は、今年度に限り、無償化と両方の手続きが必要なこと 

 

記載例を示し

た方がよい 
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１ 園則の変更 

  園則に保育料や給食費の額の記載がある場合、これらを変更する場合には、園則の変更が必要です。園則の変更には理事会

の承認が必要ですので、臨時理事会を開催する必要があります。理事会の承認後、都道府県への届出が必要です。 

 ただし、これまで保育料に給食費を含めていたため、今回これを区分して新たに食材料費を実費徴収する場合は、園則上の保育

料はこれを含めた額とすることは可能（ただし、内訳は明確にし、保護者への説明、領収書においても区分記載することは必要）と文

科省は説明しています。（文科省資料 P88） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認可定員の変更 

  認可定員を変更する場合は、定員に係る園則の変更として都道府県の認可が必要です。（幼保連携認定こども園以外） 

 

法人としての手続き（園則変更等） 
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  幼稚園が 2 歳児を対象に実施している以下の事業の扱いについて、国の自治体向け想定問答には次のような記載があります。

基本的な考え方は、保育所等においては、住民税非課税世帯の場合は、3 歳未満児も無償化の対象になりますので、これとのバラ

ンス上、保育の必要性を認められる住民税非課税世帯の子どもについては、一定の要件を満たす場合には、幼稚園が実施するこ

れらの事業も無償化の対象とするという考え方と思われます。 

  具体的な手続き等については、市町村にお問い合わせ願います。 

 

１ 一時預かり事業（幼稚園型）Ⅱ 

 

 

 

 

２ 2 歳児教室（プレスクール） 

 

 

 

 

 ※無償化と直接関係ありませんが、幼稚園併設の認可外保育施設も児童福祉法の届出の対象になる予定とされていますので、留意する必要があり

ます。 

 

幼稚園の行う２歳児対象の事業について 
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１ 幼児教育・保育の質の向上の必要性 

  今回の無償化は少子化対策であると同時に人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性に鑑み実施されるものです。従って、これ

までも幼児教育を先導してきた私立幼稚園・認定こども園が今後一層その教育・保育の質を高める努力をしなければいけないことは

言うまでもありません。 

 

２ 質向上を図るためのチャレンジ・ビジョン 

  全日本私立幼稚園幼児教育研究機構では、昨年「幼児教育実践の更なる質向上を図るためのチャレンジ・ビジョン」を策定し、 

・子どもの安心安全を図るための取組み（学校安全計画の整備、インクルーシブ教育システムの普及） 

・資質向上への取組み（研修の体系化と体制整備、教員免許の上進 

・学校評価と改善システムの普及 

・保護者への幼児教育理解への普及促進 

・教育課程の編成力・発信力の向上と指導計画の立案の強化   

等の対策を掲げ、目標を設定しています。各園における積極的な取組みが望まれます。 

 

３ 学校評価の実施 

  特に、学校評価については、自己評価は義務づけられていますので毎年実施しなければなりません。 

  また、関係者評価は努力義務ではありますが、幼稚園の実施率の低さが指摘されています（幼稚園 55.7% 小学校 97.4% H26） 

幼児教育の質の向上と保護者・地域の信頼醸成のため、積極的に取り組み、結果を公表することが必要です。（全日私幼教育研究機

構の学校評価ハンドブックを参照）（https://youchien.com/research/evaluation/attqmr00000001m2-att/04_handbook_h24.pdf） 

  同機構の開発した ECEQ（公開保育を活用した保育の質向上システム）の都道府県での実施の推進と拡充が望まれます。 

評価の実施（その他教育の質向上対策） 

 なお、国は、今年度の各園での自己評価・学校関係者評価等の実施状況を全国調査する予定です。 


